
令和元年度 第１回福崎町地域公共交通活性化協議会会議次第 

日 時  令和元年６月１３日(木)14:00～ 

場 所  福崎町役場２階 大会議室 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３．報告事項  ①平成３０年度巡回バス等の利用状況について

４．協議事項  ①令和元年１０月からの巡回バス等運行再編について

５．説明事項  ①福崎町・姫路市連携ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ（ふくひめ号）運行社会実験について

６ その他 

７ 閉  会 

【配布資料】 

・会議次第

・座席位置表及び委員名簿

・資料１ 平成３０年度巡回バス等の利用状況について

・資料２ 令和元年１０月からの巡回バス等運行再編について

・資料３ 福崎町・姫路市連携ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ（ふくひめ号）運行社会実験について
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■委員 （敬称略）

区　　　分 役　　　　　職　　　　　等 氏　　　名 備　　　　考

1 学識経験者 兵庫県立大学名誉教授 松 本 滋 学識経験者

2 福崎町区長会副会長 黒田 義孝 利用者代表

3 福崎町老人クラブ連合会長 藤 岡 修 利用者代表

4 福崎町商工会長 谷口 守男 その他（地元企業）

5 ＪＲ西日本福崎駅　副駅長 永井 英樹 公共交通事業者

6 神姫バス株式会社　姫路営業所長 池 田 広 幸 公共交通事業者

7 公益社団法人兵庫県バス協会　専務理事 中澤 秀明 公共交通事業者

8
社団法人　兵庫県タクシー協会
西播支部副支部長（神崎交通株式会社）

依藤 義光 一般旅客運送事業者

9 神姫バス労働組合　執行委員 濵田 崇広
事業者の運転者が組織
する団体

10 地方運輸局
国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部
輸送部門首席運輸企画専門官

岩 野 住 之 地方運輸局

11 兵庫県
中播磨県民センター姫路土木事務所
企画調整担当所長補佐

當舎 良章 道路管理者（県）

12 警察関係 福崎警察署　交通課長 新田 隆弘 公安委員会

13
福崎町議会議員
（民生まちづくり常任委員会）

三 輪 一 朝 住民代表

14
福崎町議会議員
（総務文教常任委員会）

石 野 光 市 住民代表

15 副町長 - 町

16 技監 吉栖 雅人 道路管理者（町）

■オブザーバー

区　　　分 役　　　　　　　　職 氏　　　名 備　　　　考

1 国
近畿地方整備局姫路河川国道事務所
道路管理第二課長

竹内 浩二

2 兵庫県
兵庫県県土整備部県土企画局
交通政策課　副課長

三 宅 豊 文

福崎町

福崎町地域公共交通活性化協議会委員名簿  (順不同)

(任 期　平成 30 年 4 月１日～令和　2 年 3 月 31 日)

各種団体

運送事業者・
組織団体等

福崎町議会



巡回バス「サルビア号」等の利用状況について

1

令和元年度 第１回福崎町地域公共活性化協議会
令和元年６月１３日（木）

(資料１）

報告事項（１）
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3



【巡回バス等の利用料金】

★上記のほか、町内に住民登録のある65歳以上の運転免許自主返納者の方は、
申請により免許返納月から3年間に限り無料乗車券を交付されます。
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【市町村運営有償運送（大学バス）の利用者数】



協議事項（１）
令和元年１０月からの巡回ﾊﾞｽ等運行再編について

令和元年度 第１回地域公共交通活性化協議会資料

令和元年６月１３日（木）

1

（資料２）



１．まちなか便の改編内容 ・・・Ｐ３～４

２．郊外便（川西地区）の改編内容 ・・・Ｐ５～１０

３．郊外便（川東地区）の改編内容 ・・・Ｐ１１～１２

４．買い物バスの改編内容 ・・・Ｐ１１～１７

５．市川町連携コミバスの改編内容 ・・・Ｐ１８～２１

６．大学バスの改編内容 ・・・Ｐ２２

７．巡回バスのバス停留所一覧 ・・・Ｐ２３～２８
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【目次】



［１．まちなか便の改編内容］

3

【Ｒ元.１０.１～サルビア号の各路線の運行改編について（案）】

① 休憩場所の変更
（現行） 文珠荘
→（変更後）
午前：もちむぎのやかた
午後：図書館

② バス停の増設及び統合

吉田北新設、辻川界隈南と
辻川を統合し、辻川観光交流セ
ンター前へ名称変更

③運行時間の変更

朝の１便目、２便目の運行を
やめ、最終便を設ける。



4

［まちなか便の時刻表（案）：休憩場所・運行時間変更・バス停増、統合］

休憩

休憩



［２．郊外便 （川西地区）の改編内容］

① 運行本数の増便
（現行） 行き３便、帰り２運行
→（変更後）行き３便、帰り３便へ変更 ※帰りの３便目は統合便

② 路線の延長
（現行） 吉田西（ラ・ムー前）終点
（変更後）吉田西から長野（山本商店前）、田口への回送を減らし、路線延長

［路線延長での運行バス停］
〇川西Ａ 吉田北、第１ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、長野（山本商店前）
〇川西Ｂ 西野南、駅南（吉田クリニック西）、板坂新田南、田口（集落ｾﾝﾀｰ）

③ 乗り継ぎ負担の減
［川西便でまちなか便への乗り継ぎなしで運行可能バス停の増］
・田尻南（ライフ）、西野南（ボンマルシェ前）、辻川観光交流センター前

④ 新規バス停の増設
・山崎（二之宮神社）、山崎東、駅南（吉田クリニック西）、駅東、西野南（ﾎﾞﾝﾏﾙｼｪ前）
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6

［運行予定について］
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［川西便の時刻表（案）］



［川西Ａ便の路線図（案）］

8

路線延長

路線延長



［川西Ｂ便の路線図（案）］

9

路線延長

路線延長
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［最終便（１１便目） 川西地区統合便（Ｂ＋Ａ）］

※吉田西発
→川西Ｂ（長野行）

〇回送せずにＡ便へ
（緑色→青色へ）

→長野～田口～文化ｾﾝﾀｰ

〇終了時間の短縮に繋
がる



［３．郊外便 （川東地区）の改編内容］

① バス停の増設

・八反田東、八反田南バス停

（姫路市連携ｺﾐﾊﾞｽとの共同ﾊﾞｽ停 ※後述）

・新町西（アキタケ外科西）

・駅南（吉田クリニック西）

※福崎駅利用可能バス停と同条件

②時刻表表記の変更

・区域運行の弾力化の実施
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［時刻表変更案］



［４． 買い物バスの改編内容］

① 一部区間でのフリー降車の導入

利用者の利便性向上のため、安全な路線上でのフリー降車を導入

② 運行日及び運行本数の変更

（現行） 火曜（大貫方面：午前各１便、八千種方面：午後各１便）

木曜（大貫方面：午後各１便、八千種方面：午前各１便）

（変更後） 火曜（八千種方面：午前３便、午後１便）

木曜（大貫方面 ：午前３便、午後１便）

【改編のメリット】 午前の便を利用した方の帰り利用

（高齢者でも時間的に余裕のある利用が可能。）→後述

③ 運行経路の短縮

利用が少ない図書館・旬彩蔵の運行をやめる
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［買い物バス路線図：八千種方面 火曜日］

★火曜：午前３便、午後１便
［ライフ、役場、ラ・ムー］



１５

［買い物バスの距離程及び所要時間：八千種方面 火曜日］
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［買い物バス路線図：大貫方面 木曜日］

★木曜：午前３便、午後１便
［ライフ、役場、ラ・ムー］
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［買い物バスの距離程及び所要時間：大貫方面］



［５．市川町連携コミバスの改編内容］

① 運行路線の変更

国道３１２号の同じ運行路線（火・木曜）を３１２号（火曜日）、

落合経由（木曜日）運行に変更

② バス停の増設（バス停５箇所新設）

・火曜日分：西田中 （国道３１２号沿 １箇所）

・木曜日分：保喜、上田中、市川町文化センター、西川辺

（落合経由 ４箇所）

18



［市川町連携コミバス運行ルート改編 路線図］

［新規バス停留所］
〇西田中（国道３１２号沿 １０６）
〇保喜（１０７）
〇上田中（１０８）
〇市川町文化センター（１０９）
（市川町コミバス既存バス停利用）

〇西川辺（１１０）
（市川町コミバス既存バス停利用）

［改編の理由］
市川町の住宅地内を運行路線を
追加し、利用促進を図る。

［改編の内容］
（現行）３１２号の運行ルート（火・木曜）

↓
（改編）
〇国道３１２号ルート（火曜）
〇落合経由ルート（木曜）
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［市川町連携コミバス改編の距離程及び所要時間（火曜日）］
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［市川町連携コミバス改編の距離程及び所要時間（木曜日）］
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［６．大学バスの改編内容］

① 運行本数の減

まちなか便の最終便１便追加に伴い、１便目の減

（５便 → ４便へ） ※交通空白時間一部解消に伴う
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［７．巡回バスのバス停留所一覧（新設・名称変更・廃止）］
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［巡回バスのバス停留所の位置図（新設・名称変更・廃止）］

（新設バス停 １２ヶ所）
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［巡回バスのバス停留所一覧（名称変更・廃止）］



28

（名称変更バス停 ２ヶ所） （廃止バス停 １ヶ所）



ご清聴ありがとうございました。

ご審議をよろしくお願いします。
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説明事項①
福崎町・姫路市連携コミュニティバス（ふくひめ号）
運行社会実験について

1

令和元年度 第１回福崎町地域公共活性化協議会
令和元年６月１３日（木）

(資料３）



１．トヨタ・モビリティ基金について・・・Ｐ３～５

２．運行計画（案）について・・・・・・・・Ｐ６～１０

３．利用料金（案）について・・・・・・・・Ｐ１１～１２
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【目次】



3

１．トヨタ・モビリティ基金について

〇Ｈ３１．２．２８申請

４月２６日採択決定



4

（申込の概要）：実施者：福崎町
連携団体：姫路市、福崎工業団地協議会、

溝口ﾆｭｰﾀｳﾝ自治会、神崎郡自立支援協議会

（活動名） 福崎町・姫路市連携コミュニテイバス【（仮称）ふくひめ号】運行社会実験

（活動期間） ２０１９．４～２０２１．３ ※実際の運行は２０１９．１０～２０２１．３

（実施概要案）

福崎町が委託して運行する連携コミュニティバスを中心として、福崎町及び姫路市の公共交通空白地
の解消及びＪＲ播但線の利用促進や企業の雇用確保、障がい者就業支援といった多分野の連携により、
地域のニーズに合った地域交通を形成し、事業継続性を高める。

[１] 市町間連携コミュニティバスの運行社会実験の実施
福崎町と姫路市が連携して公共交通空白地（溝口ニュータウン地区及び福崎工業団地）の解消を
図るため、連携コミュニティバスを運行し、小規模地区内での移動データを収集し、運行の最適化
を図る。また、併せてクロスセクター効果の算出を行う。

[２] ＪＲ播但線の福崎駅及び溝口駅を繋ぐ二次交通の確保
鉄道駅からの二次交通の確保を行うことで公共交通への利用転換促進を実施。

[３] 障がい者就業支援モデルの確立
鉄道駅から工業団地への公共交通を整備することにより、障がい者の就業機会の確保を図るととも
に就業支援モデルの確立を目指す。



・運行にあたっては、福崎町地域公共交通活性化協議会及び

姫路市公共交通会議双方での協議及び承認が必要となる。

また、本町の当初予算にも計上していないため、補正予算対応

が必要となる。（９月補正予定）

・運行事業者は、神崎交通㈱を予定している。

・社会実験実施にあたり、実行協議会の設置を予定している。

・運行については、２０１９年１０月～２０２１年３月までの間の社会実験

を予定しており、その間に市町間負担割合も含めて運行継続可能

性等を見極める。
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（運行の考え方）
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２．運行計画（案）について
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（運行案イメージ：朝１便目・夕方便）
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（運行案イメージ：朝２便目・夕方）
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（運行案イメージ：朝３便目）

又は福崎駅行
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（運行案イメージ：市町間連携便）



各種利用料金（案）

①サルビア号等（参考）

・１ヶ月定期券

一 般：2,000円
学生・高齢者※：1,000円
福祉対象者※ ：500円

・６ヶ月定期券

一 般：10,000円
学生・高齢者※ ：5,000円
福祉対象者※ ：2,500円

※1）学生は高校生、大学生、専門学校生を指す
※2）高齢者は65歳～74歳の人を指す
※3）福祉対象者は以下のとおり
・75歳以上の人
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳が交付されている人
・生活保護を受けている人

１回利用100円

②姫路市連携（ふくひめ号）（案）
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１回利用：200円（前回社会実験時：180円）

一 般：4,000円
学生・高齢者※：2,000円
福祉対象者※ ：1,000円

・１ヶ月定期券

・６ヶ月定期券

一 般：20,000円
学生・高齢者※ ：10,000円
福祉対象者※ ：5,000円

３．利用料金（案）について
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【ふくひめ号利用料金等の考え方（案）について】

〇１回の利用料金はサルビア号の２倍で設定

〇企業の利用を想定しているため定期の導入を検討

〇１回利用（200円）の場合、乗継は不可

〇共通定期（サルビア号、ふくひめ号）の検討
※金額はふくひめ号の料金とし、サルビア号への乗継は不可とする。
（神姫バスと協議した結果、事務が繁雑となり運転手が間違う恐れが高い）

〇サルビア号定期利用者がふくひめ号を利用した場合の取扱いについて
※社会実験であるため、利用不可とする。（神姫バスと協議）

〇回数券については、今回は作成しない予定


